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第1章 省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 
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省エネルギー計算とは ① 

省エネルギー計算を行う為に 
 
まず事業者は、 
 
『事業を実施する工場・事業場等全体の1年間における 
 
エネルギー使用量（原油換算値）を把握する』 
 
必要があります。 

（全申請パターンで共通事項です。） 
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エネルギー使用合理化事業者支援事業は 
 
既設の設備・システムを置き換えることにより、 
 
事業を実施する工場・事業場等全体で 
 
省エネルギー率が1％以上 
 
又は省エネルギー量が500ｋｌ（原油換算）以上 
 
又は補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を 
  考慮した省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が200ｋｌ（原油換算）以上 
 
を達成すること という要件が設けられています。 

省エネルギー計算とは ② 

（申請パターンAを事例としてあげて説明します。） 
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省エネルギー計算は、以下の手順で進めてください。 

1．ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の範囲(申請単位)を特定する 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

4．導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する（省ｴﾈﾙｷﾞｰ量の算出) 

※ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は領収書等から集約する。 
※ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場の場合は「定期報告書の写し等（使用状況届出書）」でもよい。 

省エネルギー計算とは ③ 

手順 

5．申請可能要件※注を満たしているか確認する 
 ①省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、 
 ②省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500kl（原油換算）以上、 
 ③補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省ｴﾈ量が200kl以上 

3．既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

※注）①～③のいずれかを満たしている場合に申請できる 

（申請パターンAを事例としてあげて説明します。） 

※エネルギー管理の範囲は、 
 区分Ⅰから区分Ⅲまで統一する。 
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1．エネルギー管理の範囲(申請単位)を特定する 

「工場・事業場等」とは、省エネ法の工場・事業場及び 

エネルギー管理を一体となって行っていると判断できる単位 

のことをいう。 

エネルギー管理を一体となって行っている「工場・事業場」

とは。 

 

例えば 

①敷地内に工場と業務用ビルが併設されていて 

②工場で省エネ設備の置き換えを行う場合に 

③工場と業務用ビルで使用しているエネルギー（電気、 

 ガス、重油等）を1つの法人が一体で管理(=料金支払い) 

 している場合 

2 へ 

工場と業務用ビルが、「一体のエネルギー管理単位」 



ｴﾈﾙｷﾞｰには、使用量の単位があり、例えば次のようになります。 
 
電気：  単位[ｋWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)] 
 
ガス(都市ガス)： 単位[㎥(ﾘｯﾎﾟｳﾒｰﾄﾙ)] 
 
灯油：  単位[kl(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)]   等 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

まとめ表の作成例 ※後ろには領収書など添付のこと。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ供給会社からの領収書には、使用量と金額が記載してあります。 

取替対象以外で使用しているエネルギーも含め、領収書の平成25年4月

～平成26年3月の毎月の使用量を確認し表に集約して集計することが、 

使用量の集約になります。 

交付申請書作成の手引き 添付1を参考にしてください。 

料金 使用量 料金

昼間買電 夜間買電 合計

平成25年4月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

5月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

6月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

7月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

8月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

9月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

10月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

11月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

12月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

平成26年１月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

２月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

３月 46.6 15.2 61.8 740,050 2.5 157,975

合計 554.8 180.2 735.0 8,880,567 30 1,895,700

昼夜割合 0.755 0.245

年間ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ 10,776,267

円

燃料評価単価＝年間エネルギーコスト／原油換算量
            ＝10,776,267／225.2
　　　　　　≒47,852

石油ガス

使用量

千kWh

電気

円 ｔ
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ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の単位が各々で異なる為、

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(kWh、㎥等）を、 

原油換算（[kl]単位）する必要があります。 

本事業では、『交付申請書類の「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油

換算表」』にｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を入れると、 

自動的に、原油換算を行います。 

続く 

  の使用量に燃料、熱及び電気の換算係数を乗じて、 

各々の熱量[GJ（ｷﾞｶﾞｼﾞｭｰﾙ）]を求める。 

  を全て足し合わせて年間の合計使用熱量[GJ]を求める。 

  の1年度間の合計使用熱量[GJ]に、 

0.0258(原油換算係数[kl/GJ])を乗じて、1年度間の 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(原油換算値)を求める。 

以上で、原油[kl]換算が完了です。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握（前ページ参照）。 1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

5 

《参考》ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算の考え方 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 
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２－２－４ エネルギー使用量の原油換算表(区分Ⅰ)

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0

ｋｌ 35.3 0.0

ｋｌ 34.6 0.0

ｋｌ 33.6 0.0

ｋｌ 36.7 0.0

ｋｌ 37.7 0.0

ｋｌ 39.1 0.0

ｋｌ 41.9 0.0

ｔ 40.9 0.0

ｔ 29.9 0.0

ｔ 50.8 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0

ｔ 54.6 0.0

千ｍ３ 43.5 0.0

ｔ 29 0.0

ｔ 25.7 0.0

ｔ 26.9 0.0

ｔ 29.4 0.0

ｔ 37.3 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0

千ｍ３ 0.0

0.0

0.0

GＪ 1.02 0.0

GＪ 1.36 0.0

GＪ 1.36 0.0

GＪ 1.36 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97

千ｋWh 9.28 0.0

千ｋWh 9.76 0.0

千ｋWh 9.76 0.0

千ｋWh - 0.0 0.0 0.0 0.0 -

GJ 0.0

kl ｂ c 0.0

kl/トン

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ % （ｂ－ｃ）／ｂ

ｇ 0.0 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ ％ 　ｉ／（Ａｈ－Ｂｈ）

ｉ 0.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ ％ {（ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）} /（ｋ－ｌ）

ｗ 0.00 千kWh  （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

原油換算原単位

熱量合計 0.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

0.0

上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
-

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

0.0

夜間買電 0.0

その他

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 0.0

その他可燃性天然ガス 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 0.0

石油アスファルト 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

生産量

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※グレー部分のみ入力可能
※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること

申請パターンA及びDにおいて、

ピーク対策効果の計算をしな

い場合はブランクでも良い。

効果が記載されている場合は、

実績報告時の必達値となるの

で注意すること。

電気 
使用量 
を記入 

ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

例えば 

都市ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」に、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）を入力します。 

原油[kl(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)] 

原油換算されたｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

が、自動計算されます。 

3へ 
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既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は、実測値が望ましい

が、申請時点に実測値をとっていない場合には、以下

のような考え方で計算する。 

● 

3．既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

× 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 年間稼働時間 
その他の稼働条件 
（負荷率等） 

× 

4へ 

消費ｴﾈﾙｷﾞｰの実測値が無い場合は、既設設備のカタ

ログ仕様書等の値を用いて、算出してもよい。 

 

稼働時間等は既設設備の「運転管理日誌」等の値をも

とにすることが望ましい。 

・ 

・ 

[kW]、[kl]、[㎥]等 [h]等 
[%]等 

稼働条件 



導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は、以下のような考え方で 
計算する。 

導入設備のｶﾀﾛｸﾞ 
消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 

年間稼働時間 × × 
その他の稼働条件 
（負荷率等） 

まず、省ｴﾈﾙｷﾞｰ率1％または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量500kl以上を達成できて
いるか確認する。 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果は、下の模式図のようになります。 

（イコール） 

運用実態や計算誤差を考慮し、安全率を加味する 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ率1％または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量500klを超えていない場合 
は、P17により、費用対効果による要件を満たしているか確認する。 

4．導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

5へ 

稼働条件 

※導入設備の稼働条件（年間稼働時間、その他の稼働条件）は、既設設備の 
  稼働条件から変更しても良い。 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

（マイナス） 
（実績値） 

（または算出値） 

生産量、稼働時間など
ベースとなる値は、整合
していること。 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

[kW]、[kl]、[㎥]等 
[h]等 

[%]等 

13 
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以上により導いた省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果を 

『交付申請書類の「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」』の右

側に反映します。 

続く 

4．導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 



２－２－４ エネルギー使用量の原油換算表(区分Ⅰ)

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 2,700.0 0.0 2,700.0 0.0 113,130.0

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 2,400.0 0.0 2,250.0 0.0 22,432.5
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97

千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 2,400.0 0.0 2,250.0 0.0 -

GJ 135,562.5

kl ｂ c 3,497.5

kl/トン 1.17

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ 1.1 % （ｂ－ｃ）／ｂ

ｇ 38.6 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ 6.3 ％ 　ｉ／（Ａｈ－Ｂｈ）

ｉ 150.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ ％ {（ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）} /（ｋ－ｌ）

ｗ 0.00 千kWh  （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

原油換算原単位 1.18

熱量合計 137,058.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

3,536.1

上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
-

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

23,928.0

夜間買電 0.0

その他

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 0.0

その他可燃性天然ガス 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 113,130.0

石油アスファルト 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

生産量 3,000.0 3,000.0

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※グレー部分のみ入力可能
※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること

申請パターンA及びDにおいて、

ピーク対策効果の計算をしな

い場合はブランクでも良い。

効果が記載されている場合は、

実績報告時の必達値となるの

で注意すること。

記入 
済み 

記入 
する 

例えば、電気を削減の場合 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

【省エネルギー効果】 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量と率が、自動計算されま

す。この値が重要。（次ページへ） 

「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」の右側（予定年間量）を入力します。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が変わらない箇所は、同じ値を記入 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績。工程2で記入済）か

ら、先ほど計算した「省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果」を 

引き算した数値  を記入。 

15 
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申請パターンAの申請条件は、 

すでにある設備・システムの置き換え等により、 
事業を実施する工場・事業場等全体で 
 
省エネルギー率が1％以上、 
 
又は、省エネルギー量が500ｋｌ（原油換算）以上 
 
又は、補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮 
    した省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が200ｋｌ（原油換算）以上 
 
を達成すること 

であるので、 
 
前ページで自動計算された 
 
「省エネルギー効果」が、 
 
下線部の条件のいずれかを満たしていれば、 
 
申請できます。 

比率（ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ） 
条件 

5．申請可能要件を満たしているか確認する 

絶対量（大きさ） 
条件 

費用対効果 
条件 

省ｴﾈ 
効果 1％以上 or 500kl以上  or 200kl/千万円以上 

「公募要領」 4ページ 

 申請可能要件一覧 
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 「比率（パーセンテージ）」の申請条件 

「事業を実施する工場・事業場等全体で省エネルギー率が1％

以上」とは、省エネルギー量が 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

同じｴﾈﾙｷﾞｰ 
管理範囲内で 
使用された 
ｴﾈﾙｷﾞｰの全てを 

100% とする。 

これらｴﾈﾙｷﾞｰの積算を忘れがちなので注意！ 

手順1で計算した『工場と業務用ビルで使用されたｴﾈﾙｷﾞｰ全て』

と比較して1%以上であるということです。 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

 

両者の比較で、1% 以上
の省エネとなること。 

5．申請可能要件を満たしているか確認する 



例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

18 

 「絶対量」の申請条件 

「省エネルギー量が500kl（原油換算）以上あること」とは、 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が、 
500kl（原油換算） 
以上あること 

削減予定のエネルギー量が500kl以上あるということです。 

置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

5．申請可能要件を満たしているか確認する 
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 「費用対効果」の申請条件 

5．申請可能要件を満たしているか確認する 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量[ｋｌ/年] × 法定耐用年数[年] 

補助対象経費[千万円] 

≧ 200[ｋｌ/千万円] 

「補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した 
 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が200ｋｌ（原油換算）以上あること」とは、 

上記の数式を満たすということです。 
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以上の申請可能要件は、 
 
申請パターンAで申請する場合の申請可能要件です。 
 
 
申請パターンBや申請パターンC以降では、 
 
公募要領「申請可能要件一覧」の通り 
 
それぞれの申請パターンで要求される申請可能要件を 
 
クリアする必要があります。 

※申請可能要件一覧 

 ⇒「公募要領」 4ページ 参照 
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1．省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算とは 
 
  特定したｴﾈﾙｷﾞｰ管理範囲内で、使用ｴﾈﾙｷﾞｰ削減（省ｴﾈ）   
  が何％ぐらいできるか 
 
  を、算出する計算と計算過程のこと。 

まとめ 

省エネルギー計算についてまとめます。 

2．特定したｴﾈﾙｷﾞｰ管理範囲内で使用するｴﾈﾙｷﾞｰ全てが 
   比較対象の母数。 

3．省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果（原油換算[kl]）は、生産量、稼働時間など 
  ベースとなる値を整合したうえで、置き換える既設設備と 
  導入設備の使用ｴﾈﾙｷﾞｰ量の引き算で求める。 

※置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の積算を忘れがちなので注意！ 

※省ｴﾈﾙｷﾞｰ量は最終的には原油（[kl]単位）に換算すること。 

4．採択後に行う省エネ事業で必達となる省エネルギー量は、 
  「計画時の省エネルギー効果量[kl](13,15ﾍﾟｰｼﾞ)」です。 

工場・事業場等における1%以上、又は500kl以上、又は補助対

象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮し200ｋｌ以上の省エネ
は、申請条件の1つです。 

採択された場合、事業完了から1年間、省エネ設備の実測ﾃﾞｰﾀ

を取得してください。この実測ﾃﾞｰﾀをもとに算出する省エネル
ギー量([kl];実績)が「計画時の省エネルギー効果」と同値か、超

えている必要があります。 

この点に注意して、省エネルギー計算を行ってください。 

※ 

 
 

※ 

 
 

 

※ 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果の計算例を記載します。 
 
 
 
  ▼ｹｰｽ1 照明を高効率照明に置き換える場合 
 
 
 
  ▼ｹｰｽ2 空調機を高効率空調機に置き換える場合 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果の計算例 
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ｹｰｽ1 照明を高効率照明に置き換える場合 

（仕様例） 

 参考機器名 

 消費電力  

仕様例の参考機器を導入予定の場合 

【既設設備】 

 200W電球 

 200W（ﾜｯﾄ） 

【導入設備】 

  200W型LED 

  40W 

年間稼働時間 3,000ｈ（ｱﾜｰ） ※[h]は1時間を表す単位 

置き換え台数 24台 

既設照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）は 

200W 3,000h/年 24台 × × 

消費電力 年間稼働時間 導入台数 

＝ 14,400,000[Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 

導入する照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（予定年間量）は 

＝ 2,880,000[Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 

40W 3,000h/年 24台 × × 

消費電力 年間稼働時間 導入台数 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

既設照明のｴﾈﾙｷﾞｰ
使用量（実績） 

導入する照明のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量 
（予定年間量） （マイナス） 

14,400,000[Wh/年] － 2,880,000[Wh/年] 

＝ 11,520,000 [Wh/年] 
さらに運用実態や計算誤差を考慮し、裕度(安全率)を加味
します。 

例えば、10%（=0.1）を加味する場合 

11,520,000 [Wh/年] × （1―0.1） 

＝ 10,368,000 [Wh/年]  

≒   10.3［千kWh/年］ 

10.3［千kWh/年］×9.97［ GJ/千kWh ］ ×0.0258 

［ kl /GJ］ ≒ 2.6 ［ kl /年］ 
（補足）単位について 

[Wh]で使用量の桁数が大きすぎる場合は、[千kWh]で表示します。 

※「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」は単位[千kWh]を使用しています。 

1,000,000[Wh] ＝ 1[千kWh] 

※k(ｷﾛ)は1,000倍の意味。千倍×千倍で1[千kWh］となります。 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 
※この数値は必達です。 

安全率 
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《照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の計算式》 

消費電力 
［W］ 

× 年間稼働時間 
［h(ｱﾜｰ)/年］ 

× 導入台数［台］ 

＝ 導入設備のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(予定年間量) 
   [Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] または [千kWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 
 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は原油換算すること。 
 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量［千kWh/年］ × 9.97［ GJ/千kWh ］ 
×0.0258 ［ kl /GJ］ ＝ ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量［ kl /年］ 
 
 
 

まとめ 

※照明の場合は、 
2-5「既存設備と導入設備の比較表」を作って 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算することができます。 
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ｹｰｽ2 空調を高効率空調に置き換える場合 

（仕様例） 
 参考機器名 
 
  
 冷房能力 
 暖房能力 
 
 冷房定格消費電力 
 
 暖房定格消費電力 
 
 冷房COP 
 暖房COP 

仕様例の参考機器を導入予定の場合 

（消費ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

（消費ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

【既設設備】 
AAA**ZZ 
 
 
20[kW] 
24[kW] 
 
8[kW] 
 
10[kW] 
 
2.5 
2.4 

【導入設備】 
ABC**XY 
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ) 
 
20[kW] 
24[kW] 
 
5[kW] 
 
6[kW] 
 
4.0 
4.0 

稼働時間 次ページ表参照 
置き換え台数 10台 



空調は、年間を通じて気温変化により、負荷率が変わる。 
季節ごと月毎等に、負荷率を過去実績などから算定し、 
考慮する必要がある。 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

負荷率 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 

定格消
費電力
[ｋW] 

8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 

運転 冷
房 

冷
房 

冷
房 

冷
房  

冷
房 

冷
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

運転時
間【h】 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

運転 
台数 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使
用量 

負荷率0.4の冷房運転を3ヶ月、負荷率0.8の冷房運転を3ヶ月 
負荷率0.4の暖房運転を3ヶ月、負荷率0.8の暖房運転を3ヶ月 

129,600 [kWh/年] 

12,800 6,400 6,400 12,800 12,800 6,400 16,000 8,000 8,000 16,000 16,000 8,000 

既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量合計（実績） 

定格消費 
電力［kW］ × 

運転稼働 
時間 

［h(ｱﾜｰ)/年］ 
× 

導入台数
［台］ × 負荷率 ｛ ｝ 

上記計算を、冷房/暖房別、負荷率別ごとに繰り返して合計する。 

例えば過去実績が、以下のようであるとする。 
既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）は以下の通り。 

27 
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導入する空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（予定年間量）は、 
以下の通り。 

負荷率0.4の冷房運転を3ヶ月、負荷率0.8の冷房運転を3ヶ月 
負荷率0.4の暖房運転を3ヶ月、負荷率0.8の暖房運転を3ヶ月 

※運転条件は、既設空調設備の条件と同じ。 

79,200 [kWh/年] 導入(予定)空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量合計(予定年間量) 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

負荷率 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 

定格消
費電力
[ｋW] 

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

運転 冷
房 

冷
房 

冷
房 

冷
房  

冷
房 

冷
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

運転時
間【h】 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

運転 
台数 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使
用量 

8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 9,600 4,800 4,800 9,600 9,600 4,800 

※既設と導入の空調の能力が異なる場合や、運転条件が
異なる場合は、導入前後で負荷率が変わることがあるので
注意。 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ
使用量（実績） 

導入する空調のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量 
（予定年間量） （マイナス） 

129,600[kWh/年]  －  79,200[kWh/年] 

＝ 50,400 [kWh/年] 

さらに運用実態や計算誤差を考慮し裕度(安全率)を加味
します。 

例えば、10%（=0.1）を加味する場合 

50,400 [kWh/年] × （1―0.1） 

＝ 45,360 [kWh/年]  

≒   45.3［千kWh/年］ 

安全率 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 
※この数値は必達です。 

45.3［千kWh/年］×9.97［ GJ/千kWh ］ 

×0.0258 ［ kl /GJ］ ≒ 11.6 ［ kl /年］ 
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《空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の計算式》 

『冷房/暖房別、負荷率別ごと計算』の足し上げ 

↑上記計算を、冷房/暖房別、負荷率別ごとに繰り返す 

導入設備のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(予定年間量)  
[kWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] または[千kWh/年] 

＝ 

定格消費 
電力 
［kW］ 

× 
運転稼働 
時間 

［h(ｱﾜｰ)/年］ 
× 

導入 
台数［台］ × 負荷率 ｛ ｝ 

まとめ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は原油換算すること。 
 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量［千kWh/年］ × 9.97［ GJ/千kWh ］ 
×0.0258 ［ kl /GJ］ ＝ ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量［ kl /年］ 
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導入予定設備が照明器具のみの場合の、 
「区分Ⅰ計画書2－2－3a 省エネルギー効果」の書き方の一例です。 

導入予定設備が照明器具のみの場合の
記載方法（一例） 
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区分Ⅰ計画書2－2－3a 省エネルギー効果 
（1）省エネルギー量および電力削減量の算出根拠 
※それぞれのエネルギー使用量の増減を、計算に用いた定数や式等を具体的に示して、出来るだけ詳しく 
記入すること。 

 
①事業場の省エネルギー量 16.4kl／年 省エネルギー率7.3%（裕度(安全率)10%を考慮） 
②事業場の電力削減量 65.0千kWh／年 電力削減率22.0%（裕度(安全率)10%を考慮） 
 
 
 
 
 
 
(既設設備の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量と、導入予定設備の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量について)別添の詳細計算書より、
省エネ量は以下のようになる。 
 
1．既設照明の電力消費量  295,000kWh／年 
                  （昼：222,725kWh、夜：72,275kWh） 
 
2．導入後の照明の電力消費量 222,800kWh／年 
 
3．電力削減量  295,000－222,800 ＝ 72,200kWh／年 
 （事業場の電力削減量）72,200(kWh／年)×0.9※注 ＝ 64,980(kWh／年) 
                                       ≒ 65.0(千kWh／年) 
                                        （22.0%） 
                           ※注）計算誤差を考慮し、裕度を10%みている。 
 
4．省エネルギー量（原油換算） 
  なお、本事業所では昼間買電と夜間買電を契約しており、その比率は、平成24年度 
  実績より、昼間0.755、夜間0.245である。 
 
  ・（昼間削減分）72,200(kWh／年)×0.755×0.9※注 ≒ 49,060(kWh／年) 
   （導入後昼間消費量）222,725(kWh／年)－49,060(kWh／年)＝173,665(kWh／年) 
                                   ≒173.67(千kWh／年) 
   （原油換算）49,060(kWh／年)×0.00997(GJ／kWh)×0.0258(kl／GJ) 
         ≒ 12.62kl／年 
 
  ・（夜間削減分）72,200(kWh／年)×0.245×0.9※注 ≒ 15,920(kWh／年) 
   （導入後夜間消費量）72,275(kWh／年)－15,920(kWh／年)＝56,355(kWh／年) 
                                   ≒56.36(千kWh／年) 
   （原油換算）15,920(kWh／年)×0.00928(GJ／kWh)×0.0258(kl／GJ) 
         ≒ 3.81kl／年 
 
  ・合計 12.62＋3.81 ＝ 16.43 ≒ 16.4kl／年 
                  （7.3%）  
 
   ※注）計算誤差を考慮し、裕度を10%みている。 

①事業場の省ｴﾈﾙｷﾞｰ量と省ｴﾈﾙｷﾞｰ率、②事業場の電力

削減量と電力削減率は、「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」を

使って自動計算で算出のうえ、転記する。 

詳細計算書は、任意書式の別紙としてもよい。例えば、導入

予定設備が照明器具のみであれば「2-5 既存設備と導入設

備の比較表」を参照するようにして、詳細計算の説明を行っ

てもよい。 

エネルギー使用量の原油

換算表の導入後へ入力 

エネルギー使用量の原油

換算表の導入後へ入力 

ガス、灯油等、他に使用しているエネルギーも全て、

「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」に入力して省エネ

ルギー率を算出する。 
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第2章 ﾋﾟｰｸ対策効果 
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ﾋﾟｰｸ対策効果は、 

区分Ⅱ【電気需要平準化対策設備・ｼｽﾃﾑ導入支援】に 

申請をする方、 

申請パターンで分けると【B】、【C】、【E】、【F】、【G】に該当す

る方が計算する省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算のひとつです。 

※【A】、【D】は任意となります。 
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ﾋﾟｰｸ対策効果の計算は、以下の手順で進めてください。 

1．ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の範囲(申請単位)を特定する 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

4.設備導入後に予定される 
 電力使用量を算出 

※ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は領収書等から集約する。 
※ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場の場合は「定期報告書の写し等（使用状況届出書）」でもよい。 

手順 

3．2の使用量の中からさらに「電気需要平準化時間帯の買電量(次々頁)」を 
 把握する 

ﾋﾟｰｸ対策効果の計算は、電気のみの使用量と全ｴﾈﾙｷﾞｰの使用量を算出する 

5．ﾋﾟｰｸ対策効果量を算出 

6.設備導入後に予定される 
 ｴﾈﾙｷﾞｰ管理範囲内の年間の 
 全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を算出 

電気の使用量について 

年間の全ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量について 

※注）要件1を満たすことと、要件2①～③のいずれかを同時に満たしていれば申請できる。 

【要件1】 
 「増エネとならないこと」 
  AND 
【要件2】 
 ①効果率が5％以上、 
 ②効果量が1,900千kWh以上、 
 ③補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した効果量が800千kWh以上 

7．申請可能要件※注を満たしているか確認する 

※申請者が自ら計測している場合は、その計測値を使用してもよい。 
 なお、自ら計測していない場合は、電力会社から提供される検針票の力率測定用の有効電力量か 
 ら算出してもよい。 
 ただし、電力会社から提供される検針票は、いずれの場合もエビデンスとして添付すること。 

｢増エネとならないこと｣については公募要
領26ページを参照。 

また、「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（Ⅱ）」
のＺ欄を確認のこと。 

※エネルギー管理の範囲は、 
 区分Ⅰから区分Ⅲまで統一する。 
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1．エネルギー管理の範囲(申請単位)を特定する 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

1. と 2. の手順は、1章と同じ内容となります。 
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3．「電気需要平準化時間帯の買電量」を把握する 

工場・事業場等における年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量のうち 

電気の使用量について、次の3つに分けて把握します。 

（現状で、この３つの過去実績を把握できていない場合は、申請

できません。） 

電気以外の
使用ｴﾈﾙｷﾞｰ 
量（ガス等） 

電気の 
使用量 工場・事業

場等の 

年間ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量 

電気以外の
使用ｴﾈﾙｷﾞｰ 
量（ガス等） 

夜間買電 

昼間買電 

電気以外の
使用ｴﾈﾙｷﾞｰ 
量（ガス等） 

夜間買電 

夏期・冬期における 
電気需要平準化 
時間帯の買電 

電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電 

電気の使用量（設備導入前)の区分け模式図 

区分Ⅱは、 

この部分の使用

量を削減する！ 

この「電気需要平準化時間帯の買電量」は、次の方法で把握します。 

※申請者が自ら計測している場合は、その計測値を使用してもよい。 
 なお、自ら計測していない場合は、電力会社から提供される検針票の力率 
 測定用の有効電力量から算出してもよい。 
 ただし、電力会社から提供される検針票は、いずれの場合もエビデンスと 
 して添付すること。 

 ・導入前の電気需要平準化時間帯※の買電 

 ・導入前の電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電 

 ・導入前の夜間買電 

  ※電気需要平準化時間帯とは、７月１日から９月３０日、及び１２月１日から３月３１日の８時から 

   ２２時までの時間帯のこと。 

※ 「交付申請書作成の手引き」 第2巻 より引用。 



３－２－４ エネルギー使用量の原油換算表(区分Ⅱ)

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 54.6 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0

ｔ 29 0.0 0.0 0.0

ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0

ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.0
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00 ※内数の為、合計に含まず
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00 ※内数の為、合計に含まず

千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GJ 0.0

kl ｂ c 0.0

kl/トン

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ % （ｂ－ｃ）／区分Ⅰｂ

ｇ 0.0 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ ％ 　ｉ／（区分ⅠＡｈ－区分ⅠＢｈ）

ｉ 0.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ ％ {（ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）} /（区分Ⅰｋ－区分Ⅰｌ）

ｗ 0.00 千kWh （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

【区分Ⅱが増エネでないか】 ｚ 増エネでない(申請可)　又は　増エネ(申請不可)

#DIV/0!

ｚの結果を導く数式：[｛(コ－ケ)＋(1.3×カ＋キ＋ク)｝]/[｛(オ－エ)＋(1.3×ア＋イ＋ウ)｝]  ≦ 1

【Ⅰ＋Ⅱの省エネルギー効果】 サ 7.7 % 　シ／区分Ⅰｂ

シ 2,609.7 kl 　ｇ+区分Ⅰｇ

【Ⅰ＋Ⅱのピーク対策効果】 ス 11.5 ％ 　セ／（区分Ⅰｋ－区分Ⅰｌ）

セ 1,848.00 千kWh 　ｗ+区分Ⅰｗ

原油換算原単位

熱量合計 0.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

0.0

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

0.0

0.00

0.00

夜間買電 0.0

その他
上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
0.0

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 0.0

その他可燃性天然ガス 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 0.0

石油アスファルト 0.0

生産量 0.0

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

キ

ク

ケ

コ

カア

イ

エ

オ

ウ

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※グレー部分のみ入力可能
※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること

申請パターンがＣ、Ｆ、Ｇの

場合、表示されている。

単年度事業は「２７年度」と記載。

複数年度事業は、最終年度の事

業完了の翌年度を記載する。
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電力使用量を記入 
※次ページ補足 

ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

都市ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」に、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）を入力します。 

原油[kｌ(ｷﾛﾘｯﾄﾙ) 

原油換算されたｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

が、自動計算されます。 



使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

燃
料
及
び
熱

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.0
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00

千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GJ 0.0

kl ｂ c 0.0

kl/ﾄﾝ原油換算原単位

熱量合計 0.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

0.0

電気以外のエネルギー 0.0

電
気

一般電気

事業者

0.0

0.00

0.00

夜間買電 0.0

その他
上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

キ

ク

ケ

コ

カア

イ

エ

オ

ウ

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

（電力使用量記入方法の補足） 

※①は、本説明では使用しない。 
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電気需要平準化時間帯の買電量 
電気需要平準化時間帯を

除いた昼間買電量 

夜間買電量 

昼間 

夜間 

夏期・冬期（7ヶ月間） 残り5ヶ月間 

1年間 

電気の1年間使用量の模式図 

「原油換算表」で表すと、それぞれ下表の場所に記入します。 

電力の使用量は3つに分けて、記入します。 

4へ 

《設備、システム導入前》 

（・導入前の電気以外のエネルギー使用量 

 ・導入前の電気需要平準化時間帯の買電 

 ・導入前の電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電 

 ・導入前の夜間買電 

--- ① ） 

--- ② 

--- ③ 

--- ④ 

② 

③ 

④ 

②、③は昼間買電の内数となる

為、②と③の合計が昼間買電の

値となるよう記載する。 

 「交付申請書作成の手引き」  第2巻  より引用。 

7月1日から9月30日、及び
12月1日から3月31日の8時
から22時まで 



電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時）　【Ｂ】

電気需要平準化時間帯以外の電力使用量

蓄電、蓄熱をする為に使った夜間電力

ピーク対策効果量【Ｃ】

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ピーク対策設備導入後

【Ｂ】

【Ｃ】
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4．設備導入後に予定される電力使用量を算出する 

設備導入後の電力使用量は、以下の概念図のように考えます。 

※概念図は、「公募要領」 25ページより引用。 ﾋﾟｰｸ対策効果の概念図 

上図で、設備導入後(ある1日あたりの)電力使用量は、導入後図の黒点線枠内側の積算電力量と
なります。 

電力量計測時間[時] 

電
力
量

[k
W

h
] 

電力量計測時間[時] 

電
力
量

[k
W

h
] 

本概念図の場合、 
 
【B】×7ヶ月間(7/1～9/30、12/1～3/31） 
＋電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電（計画5ヶ月間） 
＋夜間買電（計画12ヶ月間） 
＝計画買電量 

申請書には別表や別図等用いて、7ヶ月分（7/1～9/30、12/1～3/31）の積算を記載します。 

平準化時間帯を除いた昼間買電(5ヶ月分）と、夜間買電(12ヶ月分）も忘れず計画値を出し、電力使用
量を算出します。 

5へ 

電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時）　【Ａ】

電気需要平準化時間帯以外の電力使用量

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ピーク対策設備導入前

【Ａ】



41 

5．ﾋﾟｰｸ対策効果量を算出する 

同じ概念図を用いて、算出します。 

※概念図は、「公募要領」 25ページより引用。 ﾋﾟｰｸ対策効果の概念図 

（ある1日あたりの）ﾋﾟｰｸ対策効果量【C】 ＝【A】導入前の電気需要平準化時間
帯の電力量 ― 【B】導入後の電気需要平準化時間帯の電力量 

申請書には、同様に別表や別図等を用いて、効果量7ヶ月分積算を記載する。 
※ﾋﾟｰｸ対策効果量は、7/1～9/30、12/1～3/31の8時～22時の期間において、
削減予定の電力使用量(買電量)です。 

電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時）　【Ｂ】

電気需要平準化時間帯以外の電力使用量

蓄電、蓄熱をする為に使った夜間電力

ピーク対策効果量【Ｃ】

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ピーク対策設備導入後

【Ｂ】

【Ｃ】

電力量計測時間[時] 

電
力
量

[k
W

h
] 

電力量計測時間[時] 

電
力
量

[k
W

h
] 

電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時）　【Ａ】

電気需要平準化時間帯以外の電力使用量

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ピーク対策設備導入前

【Ａ】

本概念図の場合、 

【C】×７ヶ月間(7/1～9/30、12/1～3/31） 

＝計画ﾋﾟｰｸ対策効果量 

6へ 



使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

燃
料
及
び
熱

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.0
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.00

千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GJ 0.0

kl ｂ c 0.0

kl/ﾄﾝ原油換算原単位

熱量合計 0.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

0.0

電気以外のエネルギー 0.0

電
気

一般電気

事業者

0.0

0.00

0.00

夜間買電 0.0

その他
上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

キ

ク

ケ

コ

カア

イ

エ

オ

ウ

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

《設備、システム導入後》 

（・導入後の電気以外のエネルギー使用量 

 ・導入後の電気需要平準化時間帯の買電 

 ・導入後の電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電 

 ・導入後の夜間買電 

「原油換算表」で表すと、それぞれ下表の場所に記入します。 
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6．設備導入後の年間全ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を算出する 

前工程で算出した設備導入後の電力使用量（昼間及び夜間）について
「原油換算表」の下表の場所に記入します。 

「交付申請書作成の手引き」 第2巻 より引用 

次頁の「原油換算表」参照 

--- ⑤ ） 

--- ⑥ 

--- ⑦ 

--- ⑧ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

※⑤は、本説明では使用しない。 



３－２－４ エネルギー使用量の原油換算表(区分Ⅱ)

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 21,530.0 2,000.0 17,520.0 2,000.0 154,734.4
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 14,952.00 700.00 11,880.00 700.00 111,464.60 ※内数の為、合計に含まず
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 6,578.00 1,300.00 5,640.00 1,300.00 43,269.80 ※内数の為、合計に含まず

千ｋWh 9.28 4,500.0 0.0 8,910.0 0.0 82,684.8

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 26,030.0 2,000.0 26,430.0 2,000.0 237,419.2

GJ 237,419.2

kl ｂ c 6,125.4

kl/トン 2.04

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ -0.1 % （ｂ－ｃ）／区分Ⅰｂ

ｇ -24.4 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ -1.5 ％ 　ｉ／（区分ⅠＡｈ－区分ⅠＢｈ）

ｉ -400.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ 19.1 ％ {（ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）} /（区分Ⅰｋ－区分Ⅰｌ）

ｗ 3,072.00 千kWh （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

【区分Ⅱが増エネでないか】 ｚ 増エネでない(申請可) 増エネでない(申請可)　又は　増エネ(申請不可)

（

ｚの結果を導く数式：[｛(コ－ケ)＋(1.3×カ＋キ＋ク)｝]/[｛(オ－エ)＋(1.3×ア＋イ＋ウ)｝]  ≦ 1

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成○○年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

生産量 3,000.0 3,000.0

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 0.0

石油アスファルト 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 0.0

その他可燃性天然ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

194,714.1

142,092.44

52,621.66

夜間買電 41,760.0

その他
上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
236,474.1

原油換算原単位 2.03

0.970465073837280）無単位 

熱量合計 236,474.1

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

6,101.0

Ah Bh Ch Dh

キ

ク

ケ

コ

カア

イ

エ

オ

ウ

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※グレー部分のみ入力可能
※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること
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記入 
済み 

前ページで記入済み 

設備導入後の計画買電量を記入 

【ピーク対策効果】 

ﾋﾟｰｸ対策効果量と率が、自動計算さ

れます。この値が重要。（次ページへ） 

「原油換算表」の右側に、導入後の電気以外のエネルギー使用量を入力し、
表を完成させます。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が変わらない箇所は、同じ値を記入 

ﾋﾟｰｸﾁｪﾝｼﾞ等で、導入後に、電気以外のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が 
増加する場合は、そのように記入します。 

ﾋﾟｰｸ対策効果 増ｴﾈでない（申請可） 

又は、増ｴﾈ（申請不可） 

のいずれかが表示されます。 
増エネでないか 

数値が表示され
るような計算をし
た場合、申請パ
ターンに関わら
ず省エネルギー
量とピーク対策
効果量は達成す
べき必達値とな
るので十分注意
すること。 
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「区分Ⅱ【電気需要平準化対策設備・ｼｽﾃﾑ導入支援】」の申請条
件は、 

すでにある設備・システムを置き換え等により、 
事業を実施する工場・事業場等全体で 
 
ﾋﾟｰｸ対策効果率が5％以上、 
 
又は、ﾋﾟｰｸ対策効果量が1,900千ｋWh以上 
 
又は、補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮 
    したﾋﾟｰｸ対策効果量が800千ｋWh以上 
 
を達成すること 
 
かつ「増エネとならないこと」が確保できること 

前ページで自動計算された   ※申請パターンごとに追加要件があるのでそちらの                     
                                    要件も満たすこと。 
                                           ⇒｢公募要領｣  4ページ 参照 

「ﾋﾟｰｸ対策効果」が、 
 
下線部の条件いずれかを満たしていれば、 
 
申請できます。 
 
※ 「増エネとならないこと」は、申請パターンのBとEで確認が必要です。 

7．申請可能要件を満たしているか確認する 

ﾋﾟｰｸ 
対策効果 増エネとならないこと 

ﾋﾟｰｸ 
対策効果 5％以上 or 1900千kWh以上 or 800千kWh/千万円以上 

比率（ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ） 
条件 

絶対量（大きさ） 
条件 

費用対効果 
条件 

「公募要領」 4ページ 

 申請可能要件一覧 

｢増エネとならないこと｣につ
いては「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原
油換算表（Ⅱ）」のＺ欄で確
認すること。 
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以上の申請可能要件は、 
 

区分Ⅱのみ（申請パターンB ）で申請する場合の申請可能要件
です。 
 
 
申請パターンC以降では、 
 
公募要領「申請可能要件一覧」の通り 
 
それぞれの申請パターンで要求される申請可能要件を 
 
クリアする必要があります。 

※申請可能要件一覧 

 ⇒「公募要領」 4ページ 
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1．ﾋﾟｰｸ対策効果とは、年間の全ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量のなかで 
  電力使用量のみに特化した、省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算です。 

まとめ 
ﾋﾟｰｸ対策効果計算についてまとめます。 

2．計算のために、電力使用量は3区分に分けて、把握します。 
 
①電気需要平準化時間帯の買電(昼間買電） 
②電気需要平準化時間帯を除いた昼間買電 
③夜間買電 

3．ﾋﾟｰｸ対策効果は 
  7/1～9/30、12/1～3/31(7ヶ月間)の8時～22時の期間に 
  おいて削減予定の買電量です。 

5．採択後に行う事業で必達となるﾋﾟｰｸ対策効果量[千kWh]は、
「計画時のﾋﾟｰｸ対策効果量[千kWh]」です。 

工場・事業場等における5%以上または1,900千kWh以上または

費用対効果800千KWhは、申請条件の1つです。 
採択された場合、事業完了から1年間、工場・事業場等の実測

ﾃﾞｰﾀを取得してください。この実測ﾃﾞｰﾀをもとに算出するﾋﾟｰｸ対

策効果量([千kWh];実績)が「計画時のﾋﾟｰｸ対策効果量」と同値
か、超えている必要があります。 

この点に注意して、ﾋﾟｰｸ対策効果の計算を行ってください。 

※ 

 
※ 

 

 
 

※ 

電気需要平準化時間帯 

4．ﾋﾟｰｸ対策設備導入を試算し結果的に 
  「電気以外のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が増加」、「夜間買電量が増加」 
  しても、「原油換算表」の右側にそのまま入力しなければなり 
  ません。 



47 

導入予定設備が蓄電池のみの場合の、 
 
「区分Ⅱ計画書3－2－3a 電気需要平準化時間帯のピーク対策効果」 
 
「区分Ⅱ計画書3－2－3b ピーク対策設備・システム導入後の省エネル
ギー及び電力削減量」 
 
の書き方の一例です。 

導入予定設備が蓄電池のみの場合の記
載方法（一例） 



３－２－３ａ 電気需要平準化時間帯のピーク対策効果 

（１）電気需要平準化時間帯でのピーク対策効果の算出根拠 

※電気需要平準化時間帯とは夏期（7月～9月）及び冬期（12月～3月）の8時～22時までの時間帯を指す。 

※３-２-４｢エネルギー使用量の原油換算表（Ⅱ）｣のうち、｢電気需要平準化時間帯｣の数値と一致させること。 

※ピーク対策効果の算出根拠について、計算に用いた定数や係数、式等を具体的に示して、出来るだけ詳しく 

記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        １）事業場のピーク対策効果量（電気需要平準化時間帯における電力使用量の削減量） 

               ＝957.6千ｋＷｈ／年 (裕度(安全率)10％を考慮) 

        ２）    ピーク対策効果率（電気需要平準化時間帯における電力使用量の削減率） 

               ＝18.7％ (裕度(安全率)10％を考慮)  

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

【計算過程】 

蓄電池設備を導入し、ピーク対策を実施する 

 

設備の稼働条件は以下の通り 

   ・蓄電池は電気需要平準化時間帯の時期（7月～9月、12月～3月）のみ稼働する 

   ・放電時間は平日昼間10～17時、夏期は出力1,200kW、冬期は出力1,000kWで放電する 

  （土日は工場が休みの為、土日は稼働しない） 

   ・充電時間は平日夜間22～5時 

 

7月～9月のピーク対策効果量： 1,200kWh × 7h ＝ 8,400kWh／日 

12月～3月のピーク対策効果量： 1,000kWh × 7h ＝ 7,000kWh／日 

 

7月～9月の平日稼働日数を60日間、 

12月～3月の平日稼働日数を80日間として、 

【夏期】ピーク対策効果量 ＝ 8,400kW × 60 ×0.9※注 ＝ 453,600kWh・・① 

【冬期】ピーク対策効果量 ＝ 7,000kW × 80 ×0.9※注 ＝ 504,000kWh・・② 

                ※注意）計算誤差を考慮し、裕度を10％みている。 

ピーク対策効果量(千kWh) ＝                － 
設備導入前の電気需要平準化 

時間帯の電力使用量 

設備導入後の電気需要平準化 

時間帯の電力使用量 

ピーク対策効果率(％) ピーク対策効果量 
設備導入前の電気需要平準化 

時間帯の電力使用量 
 ＝ ／ 

ピーク対策効果の算出式 

× 100 
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計算結果を先に記載する。 ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表
（Ⅱ）と数値を一致させること。 



 

【年間】ピーク対策効果量 ＝ ①453,600kWh ＋ ②504,000kWh ＝ 957,600kWh・・③  

               

H25年度の電気需要平準化時間帯の電力使用量： 5,120,000kWh／年・・④ （（２）で算出） 

 

ピーク対策効果率：③957,600kWh ／ ④5,120,000kWh  × 100 ＝ 18.7（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－３ｂ ピーク対策設備・システム導入後の省エネルギー量及び電力削減量 

（１）ピーク対策設備・システム導入後の省エネルギー量及び電力削減量の算出根拠 

※エネルギー使用量の増減を、計算に用いた定数や式等を具体的に示して、出来るだけ詳しく記入すること。 

※区分Ⅰの設備がある申請パターンの場合は、区分Ⅰの導入後のエネルギー使用量を区分Ⅱのエネルギー使用量 

として記入する。 

     

 

１）事業場の年間省エネルギー量 －68.9kl／年 (裕度20％を考慮) 

２）年間省エネルギー率 －1.26％ (裕度20％を考慮) 

 

電力変換効率が80％の為、③の効果を得るために必要な夜間電力使用量は 

      957,600kWh ×（100/80） ＝ 1,197,000kWh 

安全率を10％とすると 

      1,197,000kWh × 1.1 ＝ 1,316,700kWh 

 

    設備導入後の電力使用量は 

              【導入前】    【導入後】 

電気需要平準化時間帯 

の昼間買電         5,120,000kWh   4,162,400(=5,120,000-957,600) 

電気需要平準化時間帯     

以外の昼間買電       4,500,000kWh   4,500,000kWh 

夜間電力          3,740,000kWh   5,056,700kWh(=3,740,000+1,316,700) 

合計            13,360,000kWh   13,719,100kWh 

ピーク対策設備導入前 ピーク対策設備導入後 

電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時） 電気需要平準化時間帯の電力使用量（８時～２２時）

電気需要平準化時間帯以外の電力使用量 電気需要平準化時間帯以外の電力使用量

蓄電、蓄熱をする為に使った夜間電力使用量

ピーク対策効果量

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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夜間電力量等、エネルギー使
用量が増えた場合も原油換算
表の導入後（右側）に入力す
ること。 

計算結果を先に記載する。 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表
（Ⅱ）と数値を一致させること。 

ピーク対策効果量（kWh）は
必達です。 



50 

 

電気以外のエネルギーとして、都市ガスを1,820,000㎥/年使用している 

※原油換算（10GJ＝0.258kl） 

 

     省エネルギー量は 

      導入前の原油換算量 － 導入後の原油換算量 ＝ 5,483.0 － 5,551.9 ＝ －68.9kl 

 

     省エネルギー率は 

      導入後の省エネルギー量 ／ 導入前の原油換算量 × 100  

＝ 68.9 ／ 5,483.0 × 100 ＝ －1.26（％） 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  設備導入前 設備導入後 

 単位  GJ 

(熱量換算) 

Kl 

(原油換算) 

 

 

GJ 

(熱量換算) 

Kl 

(原油換算) 

夏期・冬期における 

電気需要平準化時間帯 

千kWh 5,120 51,064.4 1,317.0 4,162.4 41,499.1 1,070.7 

電気需要平準化時間帯 

を除いた昼間買電 

千kWh 4,500 44,865.0 1,157.5 4,500 44,865.0 1,157.5 

夜間買電 千kWh 3,740 34,707.4 895.4 5,056 46,962.2 1,210.7 

都市ガス１３Ａ 千㎥ 1,820 81,900.0 2,113.0 1,820 81,900 2,113.0 

合計    5,483.0   5,551.9 
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第3章 ｴﾈﾏﾈ事業者を活用する場合 
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ｴﾈﾏﾈ事業者を活用する場合の 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果は、 

申請パターンで分けると【D】、【E】、【F】、【G】に該当する方

が計算する省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算のひとつです。 
 

⇒｢公募要領｣ 4ページ 参照 
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エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
（エネマネ事業者を活用する場合）は、 
 

①区分Ⅰの事業に対してエネマネ事業者を活用する場合、区分Ⅰ
の要件に加え、工場・事業場等における、EMSを用いた設備の制

御による省エネルギー効果について、省エネルギー率が１％以上、
又は省エネルギー量が５００kl（原油換算）以上であること。省エネ
ルギー効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の
制御による省エネルギー効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱの省エ
ネルギー効果は除く。 

  また同時に、工場・事業場等における、既設設備・システムの置
き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、及びEMSを用いた設

備の制御による申請全体の省エネルギー率が１０％以上、又は省
エネルギー量が１,２００kl（原油換算）以上であること。 
 

②区分Ⅱの事業に対してエネマネ事業者を活用する場合、区分Ⅱ
の要件に加え、工場・事業場等における、 EMSを用いた設備の制

御によるピーク対策効果について、ピーク対策効果率が５％以上、
又はピーク対策効果量が１,９００千kWh以上であること。ピーク対
策効果には、 補助対象外設備に対するEMSを用いた設備の制御
によるピーク対策効果も含めるが、 区分Ⅰ・区分Ⅱのピーク対策
効果は除く 。 

  また同時に、工場・事業場等における、既設設備・システムの置
き換え、又は製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システ
ムの新設等及びEMSを用いた設備の制御による申請全体のピーク
対策効果率が５０％以上、又はピーク対策効果量が４,５００千kWh
以上であること。  
 

 という要件が設けられています。 

エネマネ事業者を活用する場合の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算・ﾋﾟｰｸ対策効果計算とは ① 



［模式図］ 
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事
業
場
全
体
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力
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用
量 

 事
象
場
全
体
の 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量 

既設設備の 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・ 

電気需要平準化時間帯 
の電力使用量 

補助対象設備の 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・ 

電気需要平準化時間帯の 
電力使用量 

補助対象外設備の 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・ 

電気需要平準化時間帯の 
電力使用量 

 

補助対象設備自体の 
置き換え等による 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量・ﾋﾟｰｸ対策効果量 

補助対象外設備の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ量・ 
ﾋﾟｰｸ対策効果量 

補助対象外設備の 
エネルギー消費量・ 

電気需要平準化時間帯の 
電力使用量 

補助対象設備に関する 
EMSを用いた設備の制御による 

省エネルギー量・ﾋﾟｰｸ対策効果量 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

考え方 

EMSを用いた設備の 
制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ量・ 

ﾋﾟｰｸ対策効果量 
＝B＋C 

区分Ⅰ、区分Ⅱ 
の計算範囲 

事業場全体の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ量・ 
ﾋﾟｰｸ対策効果量 
＝A＋B＋C 

設備・システムの置き換え等による省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対
策効果を計算後、EMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果（B＋C）を計算します。 

原油換算表（区分Ⅲ） 

導
入
前
の
値 

導
入
後
の
値 

原油換算表（区分Ⅱ） 

導
入
前
の
値 

導
入
後
の
値 

原油換算表（区分Ⅰ） 

導
入
前
の
値 

導
入
後
の
値 

原油換算表（総括表） 

導
入
前
の
値 

導
入
後
の
値 

計
算
に
利
用
す
る
原
油
換
算
表 

と
の
相
関
関
係
の
イ
メ
ー
ジ 

事
業
場
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
・ 

電
気
標
準
化
時
間
帯
の
電
力
使
用
量 

 

補助対象外設備の 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・ 

電気需要平準化時間帯の 
電力使用量 

 

補助対象設備の 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・ 

電気需要平準化時間帯の 
電力使用量 

補助対象設備自体の 
置き換え等による 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量・ﾋﾟｰｸ対策効果量 

エネマネ事業者を活用する場合の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算・ﾋﾟｰｸ対策効果計算とは ② 

総括表の計算範囲 

区分Ⅲの計算範囲 
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省エネルギー計算・ピーク対策効果計算は、以下の手順で進めて下さい。 

1．区分Ⅰ、区分Ⅱ（もしくは区分Ⅰ+区分Ⅱ）の計算を行う 
     ※区分Ⅰ、区分Ⅱ（もしくは区分Ⅰ＋区分Ⅱ）それぞれの申請可能要件を満たしているかの確認まで 
    を行っておくこと 

申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 

※注）【要件1】①②のいずれか と、【要件2】①②のいずれか、 
   を同時に満たしていなければ申請できない条件 

3. エネマネ事業者を活用する設備の申請可能要件   を満たしているか確認する。 

【要件1】EMSを用いた設備の制御のみによる 
①省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、 
②省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500kl（原油換算）以上 

【要件2】既設の設備・システムの置き換え等
及びEMSを用いた設備の制御による 
①省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が10％以上、 
②省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が1,200kl（原油換算）以上 

【要件1】EMSを用いた設備の制御のみによる 
①ピーク対策効果率が5％以上、 
②ピーク対策効果量が1,900千kWh以上 

【要件2】既設の設備・システムの置き換え等
及びEMSを用いた設備の制御による 
①ピーク対策効果率が50％以上、 
②ピーク対策効果量が4,500千kWh以上 

申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

AND AND 

手順 

※注 

2．EMSを用いた設備の制御による省
ｴﾈﾙｷﾞｰ効果を計算する。 

2．EMSを用いた設備の制御によるﾋﾟｰ
ｸ対策効果を計算する 

エネマネ事業者を活用する場合の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算・ﾋﾟｰｸ対策効果計算とは ③ 

※申請パターンごとに追加要件があるのでそちらの要件も満たすこと。 
  ⇒｢公募要領｣ ４ページ 参照 
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前章までで計算した区分Ⅰもしくは区分Ⅱの導入後の年

間エネルギー使用量が、『交付申請書類の実施計画書4-

2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（Ⅲ）』の左側に反映され

ています。 

1．区分Ⅰ、区分Ⅱ（もしくは区分Ⅰ+区分Ⅱ）の計算を行う 
     ※区分Ⅰ、区分Ⅱそれぞれ（区分Ⅰ＋区分Ⅱの場合は双方）の申請可能要件を満たしているかの確認 
    までを行っておくこと 

申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

手順1.について 
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EMSの制御対象となる 
設備のEMS導入前の 
年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

 
または電気需要平準化 
時間帯の電力使用量 

 
 

※区分Ⅰまはた区分Ⅱ 
による効果計算後の値 

 

EMSの制御対象となる 
設備のEMS導入後の 
年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

 
または電気需要平準化 
時間帯の電力使用量 

 

EMSを用いた 
設備の制御による 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

 
または 

ﾋﾟｰｸ対策効果 
 
 

－ ＝ 

[kWh] 

[kWh]、[kl]、[㎥]等 

[kWh] 

2．EMSを用いた設備の制御による省
ｴﾈﾙｷﾞｰ効果を計算する。 

2．EMSを用いた設備の制御によるﾋﾟｰ
ｸ対策効果を計算する 

申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

EMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果は
以下のような考え方で計算する。 

[kWh]、[kl]、[㎥]等 

[kWh] 

[kWh]、[kl]、[㎥]等 

〇制御対象設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量・電気需要平準化時間帯 
  の電力使用量から算出 

※省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果は EMSを用いた設備の制御による効果のみとし、 
   区分Ⅰもしくは区分Ⅱの設備の置き換えによる効果は、含まないように注意すること。 
※採用する制御機能ごと、設備ごとに効果を計算すること。 
＜制御機能の例：省ｴﾈ照明制御、外気取入れ量制御、空調設定値緩和制御、熱源 
    運転台数制御、冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数制御、蓄電池運転制御、電力ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ制御 等＞ 
 

※補助対象設備の場合  
 区分Ⅰもしくは区分Ⅱの計算経過から、台数等勘案して算出します。 
※補助対象外設備の場合 

 計算方法は区分Ⅰにおける「既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算
する」や、区分Ⅱ を参考にしてください。 

手順2.について 
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以上により導いたEMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果を『交付申請書類の実施計画書4-

2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（Ⅲ）』の右側に反映しま

す。 

3. エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件を満たしているか確
認する。 

申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

次ページ参照 

手順3.について 
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EMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果を『交付申請書類の実施計画書4-2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ
使用量の原油換算表（Ⅲ）』の右側に反映します。 

４－２－４ エネルギー使用量の原油換算表(区分Ⅲ)

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 20,906.0 0.0 20,906.0 0.0 875,961.4

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 54.6 1,753.0 0.0 1,753.0 0.0 95,713.8

千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 17,520.0 2,000.0 13,850.0 2,000.0 118,144.5
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 11,880.00 700.00 9,450.00 700.00
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 5,640.00 1,300.00 4,400.00 1,300.00

千ｋWh 9.28 8,910.0 0.0 8,500.0 0.0 78,880.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 26,430.0 2,000.0 22,350.0 2,000.0 -

GJ 1,168,699.7

kl ｂ c 30,152.5

kl/トン 10.05

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ 3.1 % （ｂ－ｃ）／区分Ⅰｂ

ｇ 1,042.1 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ 15.1 ％ 　ｉ／（区分ⅠＡｈ－区分ⅠＢｈ）

ｉ 4,080.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ 15.1 ％ （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）/（区分Ⅰｋ－区分Ⅰｌ）

ｗ 2,430.00 千kWh （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

原油換算原単位 10.4

熱量合計 1,209,094.4

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

31,194.6

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

154,734.4

夜間買電 82,684.8

その他
上記以外の買電 0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
-

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 95,713.8

その他可燃性天然ガス 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 875,961.4

石油アスファルト 0.0

生産量 3,000.0 3,000.0

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成27年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※グレー部分のみ入力可能
※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が変わらない箇所は、同じ値を記入 

電気を削減する場合 

反映 
済み 

記入 
する 

実績のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量から、先ほど
計算したEMSを用いた設備の制御に

よる省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果
を引き算した数値を入力する。 

ﾋﾟｰｸ対策効果が自動計算されま
す。※申請パターン［E］,［G］の場
合、こちらの値を用いて確認 

EMSを用いた設備の 
制御によるﾋﾟｰｸ対策効果率 

EMSを用いた設備の 
制御によるﾋﾟｰｸ対策効果量 

ﾋﾟｰｸ対策効果を得るために、電気以外のｴﾈﾙｷﾞｰ使用
量が増加する場合は、その通りに記入します。 

省エネルギー効果が自動計算さ
れます。※申請パターン［D］,［F］
の場合、こちらの値を用いて確認 

EMSを用いた設備の 
制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

EMSを用いた設備の 
制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ率 

申請パターンに応じて区分Ⅰ
もしくは区分Ⅱの導入後の値

が反映されている。 

EMSを用いた設備の制御

による効果を差し引いた
値を入力。 

数値が表示されるような計算をした場合、申請パターンに関わらず省エネルギー量とピーク対策効果

量は達成すべき必達値となるので十分注意すること。 
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申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 

3. エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件を満たしているか確
認する。 

『交付申請書類の実施計画書4-2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油

換算表（Ⅲ）』の計算結果が、『交付申請書類の実施計画

書1-2-2ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（総括表）』の右側に

反映されていることを確認します。 

次ページ参照 

申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

手順3.について(続き） 



『交付申請書類の実施計画書4-2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（Ⅲ）』の計算結果が、『交付申請書類の実
施計画書1-2-2ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表（総括表）』の右側に反映されていることを確認します。 
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１－２－２ エネルギー使用量の原油換算表【総括】

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 24,906.0 0.0 20,906.0 0.0 875,961.4

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 54.6 0.0 0.0 1,753.0 0.0 95,713.8

千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 24,000.0 2,000.0 13,850.0 2,000.0 118,144.5
夏期･冬期における

電気需要平準化時間帯 千ｋWh 9.97 16,800.00 700.00 9,450.00 700.00
電気需要平準化時間帯

を除いた昼間買電 千ｋWh 9.97 7,200.00 1,300.00 4,400.00 1,300.00

千ｋWh 9.28 5,000.0 0.0 8,500.0 0.0 78,880.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 29,000.0 2,000.0 22,350.0 2,000.0 -

GJ 1,168,699.7

kl ｂ c 30,152.5

kl/トン 10.05

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で

　　　 　適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ 10.7 % （ｂ－ｃ）／ｂ

ｇ 3,627.5 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｊ 24.6 ％ 　ｉ／（Ａｈ－Ｂｈ）

ｉ 6,650.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

【ピーク対策効果】 ｘ 45.7 ％ （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）/（ｋ－ｌ）

ｗ 7,350.00 千kWh （ｋ－ｌ）－（ｍ－ｎ）

原油換算原単位 11.26

0.0

自家発電 0.0

自家発電以外の計 h
-

熱量合計 1,309,301.4

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

33,780.0

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者

219,340.0

夜間買電 46,400.0

その他
上記以外の買電

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

その他の

燃料

都市ガス１３A 0.0

0.0

0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

無煙炭 0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

石炭

原料炭 0.0

一般炭 0.0

可燃性

天然ガス

液化天然ガス(ＬＮＧ) 0.0

その他可燃性天然ガス 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
液化石油ガス(ＬＰＧ) 0.0

石油系炭化水素ガス 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 1,043,561.4

石油アスファルト 0.0

生産量 3,000.0 3,000.0

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成25年度（実績） 平成27年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

Ah Bh Ch Dh

ｋ

Ｏ

ｓ

ｍ

ｑ

ｕ

ｌ

ｐ

ｔ

ｒ

ｖ

ｎ

※他の書類（実施計画書の省エネルギー計算等）の値と整合を取ること

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果が自動計算
されます。※申請パターン
［D］,［F］の場合、こちらの値
を用いて確認 

事業場全体の省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

事業場全体の省ｴﾈﾙｷﾞｰ率 

ﾋﾟｰｸ対策効果が自動計算され
ます。※申請パターン［E］,［G］

の場合、こちらの値を用いて確
認 
 

事業場全体のﾋﾟｰｸ対策効果量 

事業場全体のﾋﾟｰｸ対策効果率 

補助事業全体の効果を
差し引いた値が反映 

されている 補助事業実施前の値
が反映されている 

数値が表示されるような計算をした場合、申請パターンに関わらず省エネルギー量とピーク対策効果

量は達成すべき必達値となるので十分注意すること。 
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『交付申請書類の実施計画書4-2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表

（Ⅲ）』と『交付申請書類の実施計画書1-2-2ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換

算表（総括表）』にて自動計算されたそれぞれの省ｴﾈﾙｷﾞｰ率もしくは省

ｴﾈﾙｷﾞｰ量が、エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件を満た

しているかどうかを確認します。 

EMSを用いた設備の 
制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ率 

[kl] OR ≧ 1％ ≧ 500kl 

AND 

[％] 

事業場全体の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ率 

[kl] 

OR ≧ 10％ ≧ 1,200kl 
[％] 

事業場全体の 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

 

①区分Ⅰの事業に対してエネマネ事業者を活用する場合、区分Ⅰの要件に加え、補助対象外
設備に対するEMSを用いた設備の制御による省エネルギー効果も含め、工場・事業場等にお
ける、 EMSを用いた設備の制御による省エネルギー率が１％以上、又は省エネルギー量が５０
０kl（原油換算）以上であること。 

また同時に、工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改
善等の改修、又は一部設備・システムの新設等、及びEMSを用いた設備の制御による省エネル
ギー率が１０％以上、又は省エネルギー量が１,２００kl以上（原油換算）であること。 

エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件 

※申請パターンごとに追加要件があるのでそちらの要件も満たすこと。 
⇒｢公募要領｣  4ページ 参照。 

申請パターン[Ｄ]、[Ｆ] 

3. エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件を満たしているか確
認する。 

省ｴﾈ 
効果 

10％以上 or 1200kl以上 

省ｴﾈ 
効果 

1％以上 or  500kl以上 「公募要領」 4ページ 

 申請可能要件一覧 

EMSを用いた設備の
制御単体の効果 

工場・事業全体の効果： 

手順3.について(続き） 

《エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件の概念図》 

EMSを用いた設備の 
制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

： 
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『交付申請書類の実施計画書4-2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表

（Ⅲ）』と『交付申請書類の実施計画書1-2-2ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換

算表（総括表）』にて自動計算されたそれぞれのﾋﾟｰｸ対策効果率もしく

はﾋﾟｰｸ対策効果量が、エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要

件を満たしているかどうかを確認します。 

[kWh] 

OR ≧ 5％ ≧ 1,900千kWh 

AND 

[％] 

事業場全体の 
ﾋﾟｰｸ対策効果率 

[kWh] 

OR ≧ 50％ ≧ 4,500千kWh 
[％] 

事業場全体の 
ﾋﾟｰｸ対策効果量 

 

②区分Ⅱの事業に対してエネマネ事業者を活用する場合、区分Ⅱの要件に加え、補助対象外
設備に対するEMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果も含め、工場・事業場等における、 
EMSを用いた設備の制御によるピーク対策効果率が５％以上、又はピーク対策効果量が１,９０
０千kWh以上であること。 

  また同時に、工場・事業場等における、既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセス
の改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等及びEMSを用いた設備の制御によるピー
ク対策効果率が５０％以上、又はピーク対策効果量が４,５００千kWh以上であること。 

エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件 

《エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件の概念図》 

3. エネマネ事業者を活用する場合の申請可能要件を満たしているか確
認する。 

申請パターン[Ｅ]、[Ｇ] 

ﾋﾟｰｸ 
対策効果 

50％以上 or 4500千kWh以上 

ﾋﾟｰｸ 
対策効果 

5％以上 or 1900千kWh以上 「公募要領」 4ページ 

 申請可能要件一覧 

手順3.について(続き） 

※申請パターンごとに追加要件があるのでそちらの要件も満たすこと。 
⇒公募要領 4ページ 参照。 

EMSを用いた設備の 
制御によるﾋﾟｰｸ対策効果率 

EMSを用いた設備の 
制御によるﾋﾟｰｸ対策効果量 

EMSを用いた設備の
制御単体の効果 

工場・事業全体の効果： 

： 
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1．ｴﾈﾏﾈ事業者を活用した場合の省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効

果計算は申請パターンに応じて、区分Ⅰもしくは区分Ⅱにて省ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果を計算した後に計算します。 

まとめ 
ｴﾈﾏﾈ事業者を活用した場合の省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果
計算についてまとめます。 

2．EMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果
は、採用する制御機能ごと、設備ごとに計算します。 

4．採択後に行う事業で必達となる値は「計画時の省ｴﾈﾙｷﾞｰ量
[kl]・ﾋﾟｰｸ対策効果量[千kWh]」です。 

EMS単体での省ｴﾈﾙｷﾞｰ率1%以上や省ｴﾈﾙｷﾞｰ量500kl以上、 
もしくはﾋﾟｰｸ対策効果率5%以上やﾋﾟｰｸ対策効果量1,900千kWh
以上、事業場全体での省ｴﾈﾙｷﾞｰ率10％以上や省ｴﾈﾙｷﾞｰ量
1,200kl以上もしくはﾋﾟｰｸ対策効果50%以上やﾋﾟｰｸ対策効果量
4,500千kWh以上は申請条件の一つです。 
採択された場合、事業完了から1年間、工場・事業場等の実測

ﾃﾞｰﾀを取得してください。この実測ﾃﾞｰﾀをもとに算出する省ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ量([kl]：実績)・ﾋﾟｰｸ対策効果量([千kWh]：実績)が「計画時の

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量([kl]；実績) ・ﾋﾟｰｸ対策効果量([千kWh]；実績) 」と同

値か、超えている必要があります。 
この点に注意して、省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果・ﾋﾟｰｸ対策効果の計算を行っ

てください。 

※ 

※ 

※ 

3．申請パターンに応じて、区分ⅠもしくはⅡの導入後の年間ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量から、EMSを用いた設備の制御による省ｴﾈﾙｷﾞｰ効
果・ﾋﾟｰｸ対策効果を差し引いて年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を算出します。 




